
今年の干支は「丑」。2021年は世界に再び平和と安泰が訪
れますように。長寿苑の陶芸サークル展示会にて撮影。

http://www.town.oyamazaki.kyoto.jp

今月の主な内容

■令和３年　新年のごあいさつ P2
■町長がかける！新春対談 P4
■withコロナの中でもできる運動 P5
■老人医療助成制度をご存じですか P6

vol.638

20212021(令和3)年(令和3)年

天王山のふもと、三川合流の地  みんなを笑顔にするまち  「え」えとこ、「が」んばる、「お」おやまざき
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的
な
大
き
な
賑
わ
い
と
と
も
に
活
気

が
生
ま
れ
る
年
と
な
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
国
で
は
今
秋
、
デ
ジ
タ
ル

庁
が
創
設
さ
れ
、
今
後
社
会
の
デ
ジ

タ
ル
化
に
向
け
た
様
々
な
取
組
み
が

進
め
ら
れ
ま
す
。

将
来
の
私
た
ち
の
暮
ら
し
は
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
Ａ
Ｉ
や
Ｉ
ｏ
Ｔ
等
の

未
来
技
術
の
開
発
や
活
用
が
進
み
、

働
き
方
や
生
活
の
利
便
性
等
、
様
々

な
場
面
で
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
が

期
待
さ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
町
長

で
あ
る
私
の
今
年
の
抱
負
と
し
ま
し

て
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
後
ろ
向
き
な

社
会
情
勢
だ
け
に
目
を
捕
ら
わ
れ
る

の
で
は
な
く
、
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
の
考

え
の
も
と
、
大
山
崎
町
の
暮
ら
し
の

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
住
民
の
皆
様
に
は
、
ご

家
族
そ
ろ
っ
て
健
や
か
に
令
和
３
年

の
新
春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
心
か
ら

お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
昨
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
が
世
界
的
に
猛
威
を
ふ

る
う
な
か
、
経
済
の
停
滞
や
、
当
初

予
定
さ
れ
て
い
た
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
延
期
等
、

社
会
情
勢
に
様
々
な
影
響
を
も
た
ら

し
ま
し
た
。

年
が
明
け
た
今
も
感
染
症
の
影
響

は
続
い
て
お
り
、
こ
の
先
の
社
会
情

勢
も
引
き
続
き
不
透
明
な
状
態
で
あ

る
な
か
で
楽
観
視
は
で
き
ま
せ
ん

が
、
本
年
中
に
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ

る
こ
と
と
な
れ
ば
、
今
年
は
、
全
国

安
心
安
全
と
と
も
に
、
前
向
き
な
社

会
の
動
き
に
も
着
目
し
つ
つ
、
新
た

な
時
代
の
視
点
を
取
り
入
れ
な
が

ら
、
大
山
崎
町
の
発
展
の
た
め
に
全

力
で
町
政
を
前
に
進
め
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

ま
た
そ
の
中
で
、
住
民
の
皆
様
に

も
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
い
た
だ
け
る

取
り
組
み
を
進
め
て
参
り
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
の
で
、
本
年
に
お
き

ま
し
て
も
、
ど
う
か
町
へ
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

結
び
に
あ
た
り
、
こ
の
新
し
い
年

が
、
皆
様
に
と
っ
て
素
晴
ら
し
い
一

年
と
な
り
ま
す
よ
う
お
祈
り
い
た
し

ま
し
て
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

新年のごあいさつ
コロナ禍だからこそ、新たな時代の
　　　　　視点を取り入れたまちづくりを

大
山
崎
町
長

　
　
　前
川  

光

安
心
安
全
と
と
も
に
、
前
向
き
な
社

2 0 2 1 . 1広報おおやまざき3

使
命
と
職
責
を
真
摯
に
受
け
止
め
、

改
め
て
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
お

り
ま
す
。

ま
た
、
昨
今
の
目
ま
ぐ
る
し
く
変

化
し
て
い
く
社
会
情
勢
の
な
か
、
多

様
な
価
値
観
を
認
め
合
う
住
民
自
治

の
ま
ち
づ
く
り
の
模
索
は
、
い
つ
の

時
代
に
お
い
て
も
続
い
て
い
く
の
で

あ
ろ
う
と
推
察
致
す
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。

一
方
で
、
昨
年
来
の
コ
ロ
ナ
禍
に

お
い
て
も
様
々
な
難
局
を
乗
り
越

え
、
新
た
な
時
代
へ
歩
も
う
と
す
る

一
人
ひ
と
り
の
強
い
力
が
、
こ
の
ま

ち
に
も
存
在
す
る
と
の
思
い
を
新
た

に
致
し
て
お
り
ま
す
。

大
山
崎
町
議
会
を
あ
ず
か
る
私
ど

も
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
先
人
の
皆

謹
ん
で
新
年
を
お
祝
い
申
し
上
げ

ま
す
。

町
民
の
皆
様
に
は
、
健
や
か
に
新

春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

日
頃
は
、
大
山
崎
町
議
会
へ
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
２
年
12
月
14
日
に
、
私
は
大

山
崎
町
議
会
の
議
長
に
就
任
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

議
長
を
は
じ
め
と
す
る
こ
の
度
の

大
山
崎
町
議
会
の
役
員
改
選
に
お
き

ま
し
て
は
、
町
民
の
皆
様
を
は
じ
め

関
係
各
位
か
ら
、
様
々
な
ご
意
見
や

ご
指
摘
を
賜
っ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い

ま
す
。

そ
の
よ
う
な
中
、
私
が
議
長
の
職

を
あ
ず
か
り
、
新
年
を
迎
え
、
大
山

崎
町
議
会
を
代
表
す
る
者
と
し
て
の

様
、
町
民
の
皆
様
、
多
く
の
皆
様
の

た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
よ
り
築
か
れ
て
き

た
、
こ
の
誇
り
あ
る
ま
ち
を
責
任
を

持
っ
て
後
世
に
引
き
継
ぐ
た
め
に
、

議
員
一
同
、
よ
り
一
層
ま
い
進
し
て

参
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

町
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
引
き
続
き
、
大
山
崎
町
議
会
へ

の
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
等
を
賜
り
ま

す
よ
う
、
改
め
て
お
願
い
を
申
し
上

げ
ま
す
。

結
び
に
あ
た
り
、
町
民
の
皆
様
に

お
か
れ
ま
し
て
は
健
や
か
な
る
一
年

と
な
り
ま
す
よ
う
、
ま
た
、
大
山
崎

町
の
限
り
な
い
発
展
を
祈
念
申
し
上

げ
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

令和３年 新年のごあいさつ新年のごあいさつ
多様な価値観を認め合い、
　　　　日々変化する社会情勢に対応する

大
山
崎
町
議
会
議
長

　
　
　
　
　山
中
一
成

町
の
限
り
な
い
発
展
を
祈
念
申
し
上

げ
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
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す
が
、
私
は
ま
ず
は
世
間
に
対
し
て

恥
ず
か
し
く
な
い
町
で
あ
っ
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
私
が

で
き
る
こ
と
と
し
て
は
、
監
査
を
通

し
て
、
大
山
崎
町
が
こ
れ
か
ら
も
健

全
な
町
と
し
て
存
続
で
き
る
よ
う
、

そ
の
一
助
と
な
る
こ
と
で
、
こ
れ
か

ら
も
愛
着
の
あ
る
こ
の
町
に
貢
献
し

て
い
き
た
い
で
す
。

前
川
光
町
長

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
使
命
感
を
持
っ
て
お
仕
事
に

向
き
合
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て

き
ま
し
た
。
令
和
５
年
の
２
月
末
ま

で
、ま
だ
任
期
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、こ

れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

前
ま え か わ

川 光
ひかる

大山崎町長

楠
く す の き

木 仁
ひ と し

史 代表監査委員
×

組
織
の
お
金
の
流
れ
に
関
し
て
、

適
正
か
ど
う
か
を
常
に
チ
ェ
ッ
ク
す

る
立
場
に
い
ま
す
の
で
、
町
に
対
し

て
細
か
い
指
摘
を
す
る
こ
と
も
多
々

あ
り
ま
す
。
本
来
で
あ
れ
ば
煙
た
が

ら
れ
て
も
仕
方
の
な
い
仕
事
で
す

が
、
職
員
は
よ
く
対
応
し
て
い
た
だ

い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

前
川
光
町
長

し
っ
か
り
と
監
査
の

チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
働
い
て
い
る
こ
と

は
、
町
を
運
営
す
る
う
え
で
大
事
な

こ
と
で
す
。
自
治
体
は
、
住
民
の
皆

さ
ん
の
信
頼
を
得
て
成
り
立
つ
も
の

で
す
の
で
。

楠
木
委
員
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
、

民
間
企
業
と
比
べ
た
時
、
や
は
り
自

治
体
は
周
囲
か
ら
信
頼
さ
れ
、
権
威

あ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
大
事
だ
と

思
い
ま
す
。
民
間
だ
か
ら
監
査
が
厳

し
く
な
く
て
い
い
と
い
う
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
治
体
の
監
査
に

は
民
間
と
比
べ
て
よ
り
高
い
レ
ベ
ル

で
見
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

前
川
光
町
長

楠
木
さ
ん
は
一
町
民

と
し
て
、
大
山
崎
町
が
ど
の
よ
う
な

町
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
お
考
え
で
す
か
。

楠
木
委
員

様
々
な
自
治
体
が
文
化

や
観
光
面
の
魅
力
を
Ｐ
Ｒ
し
て
い
ま

係
書
類
が
法
令
に
適
合
し
、
正
確
で

あ
る
か
を
審
査
す
る
「
決
算
審
査
」

は
、
毎
年
１
週
間
ぐ
ら
い
か
け
て
集

中
的
に
行
っ
て
お
り
、
一
番
大
変
で

す
。他

に
も
「
随
時
監
査
」
や
「
要
求

監
査
」
な
ど
も
あ
り
、
必
要
に
応
じ

て
実
施
し
ま
す
。

前
川
光
町
長

監
査
以
外
で
は
、
本

業
は
何
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

楠
木
委
員

普
段
は
社
会
保
険
労
務

士
と
し
て
働
い
て
お
り
、
息
子
は
独

立
し
て
家
を
出
て
い
る
の
で
、
今
は

妻
と
２
人
で
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
昔

は
企
業
で
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し
て
働

い
た
時
代
も
あ
り
ま
し
た
。

前
川
光
町
長

さ
ま
ざ
ま
な
経
歴
を

お
持
ち
で
す
ね
。
民
間
の
視
点
を
行

政
に
も
取
り
入
れ
る
の
は
大
切
な
こ

と
で
す
。
こ
れ
ま
で
、
監
査
の
お
仕

事
に
携
わ
っ
て
い
か
が
で
し
た
か
。

楠
木
委
員

監
査
の
仕
事
は
大
変
だ

と
聞
い
て
は
い
ま
し
た
が
、
実
際
に

や
っ
て
み
る
と
そ
れ
を
痛
感
し
ま

す
。
新
聞
な
ど
で
報
道
さ
れ
た
事
件

を
見
か
け
る
と
、
自
分
も
監
査
を
行

う
者
と
し
て
身
が
引
き
締
ま
る
思
い

が
し
ま
す
。

前
川
光
町
長

い
つ
も
監
査
で
お
世

話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
町
に

は
、
監
査
委
員
、
選
挙
管
理
委
員

会
、
農
業
委
員
会
、
固
定
資
産
評
価

審
査
委
員
会
、
公
平
委
員
会
の
５
つ

の
独
立
し
た
行
政
機
関
が
あ
り
ま

す
。
今
回
は
、
監
査
委
員
に
任
命
さ

れ
て
も
う
す
ぐ
２
年
を
迎
え
る
楠
木

さ
ん
に
、
こ
れ
ま
で
の
活
動
を
振
り

返
っ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
普

段
、
組
織
の
表
に
立
つ
こ
と
は
あ
ま

り
な
い
監
査
の
お
仕
事
に
つ
い
て
お

聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

楠
木
委
員

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。

前
川
光
町
長

一
般
的
に
、
監
査
の

仕
事
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
知
っ

て
い
る
方
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
の

で
、
ま
ず
は
少
し
詳
し
く
お
話
い
た

だ
け
ま
す
か
。

楠
木
委
員

監
査
委
員
の
職
務
に
つ

い
て
は
、
地
方
自
治
法
お
よ
び
地
方

公
営
企
業
法
等
の
法
令
に
基
づ
き
、

行
っ
て
い
ま
す
。
主
な
も
の
と
し
て

毎
月
行
う
「
定
期
監
査
」
や
「
例
月

出
納
検
査
」、「
決
算
審
査
」
が
あ
り

ま
す
。

そ
の
中
で
も
、
決
算
、
そ
の
他
関

自
宅
に
は
昔
な
が
ら
の
薪
ス
ト
ー
ブ
が
あ
る

と
い
う
楠
木
さ
ん
。
石
油
を
使
わ
な
く
て
済

む
か
ら
い
い
ん
で
す
と
、
環
境
問
題
に
も
関

心
を
よ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

町長がかける！
駆 掛

町長がまちの企業や
団体のもとへ伺い、活動のこと、
地域のこと、何でも聞きます。

No.19
楠木 仁史

代表監査委員

問＝政策総務課 企画観光係　☎956-2101（内312）
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り
、

外
出
を
控
え
る
方
が
増
加
し
た
結
果
、
運
動

不
足
に
よ
る
筋
肉
量
の
低
下
や
基
礎
疾
患
の

悪
化
、
制
限
さ
れ
た
慣
れ
な
い
生
活
か
ら
く

る
ス
ト
レ
ス
な
ど
か
ら
、
心
身
に
悪
影
響
を

き
た
す
健
康
二
次
被
害
の
問
題
が
懸
念
さ
れ

て
い
ま
す
。

子
ど
も
の
生
活
リ
ズ
ム
の
乱
れ
が
気
に
な

る
、
医
者
か
ら
生
活
習
慣
病
の
疑
い
を
指
摘

さ
れ
た
、
祖
父
母
の
認
知
症
の
症
状
が
進
ん

だ
気
が
す
る
、
最
近
気
分
が
落
ち
込
み
が
ち

だ
と
い
う
方
は
要
注
意
。
若
い
か
ら
と
言
っ

て
油
断
は
で
き
ま
せ
ん
。
健
康
二
次
被
害
に

あ
う
可
能
性
は
誰
し
も
あ
る
の
で
す
。

今
号
で
は
、
ス
ポ
ー
ツ
庁
が
発
信
し
て
い

る
健
康
二
次
被
害
防
止
の
た
め
の
ヒ
ン
ト
を

ご
紹
介
し
ま
す
。
運
動
習
慣
を
ぜ
ひ
毎
日
の

生
活
に
取
り
入
れ
、
コ
ロ
ナ
に
負
け
な
い
元

気
な
毎
日
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

　　　　日常生活で動くことを意識してみましょう
　１日に11時間以上座ってる人は４時間未満の人と比べ、死亡
リスクが40％も高まると言われています。寒い季節になれば動
くのがおっくうになりますが、階段を上り下りしたり、こまめ
に立ち上がる機会を日常生活の中で意識的に設ける、家事を積
極的に行うようにすることは運動習慣を日常に取り入れるうえ
でハードルが低く、おすすめです。

　　　　ストレッチや軽い体操を行ってみましょう
　ヨガや筋力トレーニングなど、自宅の狭いスペースでも行え
るエクササイズを、動画サイトなどを参考に実践してみてくだ
さい。気分転換にもなりますよ。

　　　　ウォーキング・ジョギングなど
　WHO（世界保健機関）は、成人の場合、週に150分以上の軽く
息が弾む程度の身体活動を行うことを推奨しています。感染対策を
十分行いながら、スポーツクラブなどで汗をかくこともGOOD。

STEP1

STEP2

STEP3

　　　　まずは座っている時間を減らそう
　「座ってないで体を動かしましょう」と言われて
も、じゃあ何からすれば？となってしまいますよ
ね。そのような場合は、まず、日常生活行為である
買い物等で外出することや家庭菜園を行うことなど
で体を動かしてみてください。

　　　　�片足立ちやスクワットなどの
下肢筋力トレーニングを

　放っておけば下半身の筋力は衰える一方です。毎
日の生活の中に、意識的に下半身を強化するエクサ
サイズを取り入れてみてください。自宅でできる簡

単なエクササイズ・片足立ちはバランス力が鍛えら
れ、スクワットは筋力低下の防止につながります。

　　　　散歩や健康体操なども取り入れて
　体を動かすことに慣れてきたら、感染対策を十分
に行ったうえで思い切って屋外に散歩しに出かけた
り、健康体操をしてみましょう。厚生労働省の「健
康日本21（第二次）」では、65歳以上の方の1日あた
りの歩数目標は男性7,000歩、女性6,000歩となっ
ています。長時間続けて運動するより、短い時間で
も構いませんので、スポーツの頻度を増やしていく
ほうが望ましいです。

STEP1

STEP2

STEP3

　　　　�一緒に買い物や掃除などを
して体を動かしましょう

　片付け、草むしりなどの家事手伝いを通して、
子どもが体を動かす機会を作ってみてください。

　　　　遊ぶときは親子一緒に
　すぐに誰とでも会えない、こんな時こそ親子で
遊んでみてください。散歩、自転車、縄跳び、ボー
ル遊びなどなんでもかまいません。テレビや動画
サイトの力をうまく借りて、子ども向け体操なん
かも一緒にされてみては。

　　　　運動・スポーツをしよう
　サッカー、水泳、野球、ダンスなど、お子さん
が好きなものは何ですか？WHO（世界保健機
関）は、子どもは毎日60分以上の軽く息が弾む程
度以上の身体活動を行うことを推奨しています。

STEP1

STEP2

STEP3

コ
ロ
ナ
の
中
で
も
で
き
る
運
動

ご高齢の方には

お子さんをもつご家庭向
けには

テレワーク従事者には

with

◀�スポーツ庁「新型コロナウイルス
感染対策　スポーツ・運動の留意
点と、運動事例について」
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Ｑ�

老
人
医
療
助
成
制
度
の
対
象
者
は
？

　
次
の
条
件
を
満
た
す
方
は
、
申
請
に
よ

り
病
院
や
薬
局
、
柔
整
（
以
下
「
医
療
機

関
等
」）
の
窓
口
で
の
負
担
割
合
が
２
割

に
な
り
ま
す
。

（
１
）�同
じ
住
所
に
所
得
税
課
税
者
が
い
な

い
こ
と
。

（
２
）�申
請
す
る
方
が
、
所
得
税
課
税
者

（
別
世
帯
の
方
含
む
）
の
社
会
保
険

や
税
の
被
扶
養
者
で
な
い
こ
と
。

Ｑ�

ど
う
す
れ
ば
制
度
が
利
用
で
き
る
？

　
制
度
の
利
用
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。役

場
１
階
３
番
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

　

・
被
保
険
者
証

・
印
鑑

Ｑ�

申
請
後
の
流
れ
は
？ 

　
制
度
利
用
に
あ
た
っ
て
の
条
件
を
満
た

し
て
お
り
、
役
場
窓
口
で
申
請
さ
れ
た
方

に
は
、
受
給
者
証
を
郵
送
に
て
お
送
り
し

ま
す
。

・�

対
象
者
本
人
名
義
の
振
込
先
口
座
が

分
か
る
も
の
（
通
帳
等
）

・
印
鑑

Ｑ�

医
療
費
が
高
額
に
な
り
そ
う
な 

と
き
は
？

　「
入
院
時
一
部
負
担
金
限
度
額
適
用
認

定
証
（
限
度
額
証
）」
の
交
付
を
受
け
、

医
療
機
関
等
の
窓
口
で
提
示
す
る
と
、
医

療
機
関
等
で
の
１
カ
月
当
た
り
の
窓
口
負

担
上
限
額
が
、
所
得
に
応
じ
て
下
が
り
ま

す
（
※
）。

　
限
度
額
証
の
交
付
を
受
け
る
に
は
、
役

場
１
階
３
番
窓
口
で
の
申
請
が
必
要
で

す
。申

請
に
必
要
な
も
の

・
被
保
険
者
証

・
受
給
者
証

・
加
入
中
の
保
険
で
の
限
度
額
証

・
印
鑑

�

※�

加
入
し
て
い
る
保
険
（
国
民
健
康
保
険
や
社
会
保

険
な
ど
）
で
限
度
額
証
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い

と
申
請
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　高
額
療
養
費
制
度

　「
高
額
療
養
費
制
度
」
と
は
、
同
じ
月

内
で
医
療
機
関
等
に
支
払
っ
た
自
己
負
担

額
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
、
役
場
へ
の
申

請
に
よ
り
限
度
額
を
超
え
た
金
額
の
払
い

戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　
上
記
の
限
度
額
証
を
持
っ
て
い
て
も
、

１
月
の
う
ち
に
複
数
の
医
療
機
関
に
か

か
っ
た
り
、
同
じ
世
帯
の
老
人
医
療
受
給

者
の
医
療
費
を
合
算
し
た
り
す
る
と
限
度

額
を
超
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ

の
際
は
高
額
療
養
費
の
申
請
が
で
き
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
被
保
険
者
証

・�

受
給
者
証

・�

領
収
書
（
原
本
・
保
険
点
数
記
載
の

も
の
）

・�

対
象
者
本
人
名
義
の
振
込
先
口
座
が

分
か
る
も
の
（
通
帳
等
）

・
印
鑑

Ｑ�

受
給
者
証
は
ど
う
や
っ
て
使
う
の
？

　
受
給
者
証
を
京
都
府
内
の
医
療
機
関
等

の
窓
口
で
ご
提
示
く
だ
さ
い
。
負
担
割
合

が
２
割
に
な
り
ま
す
。

Ｑ�
医
療
機
関
受
診
に
際
し
て
の 

注
意
点
は
？

　
京
都
府
外
で
受
診
さ
れ
た
場
合
、
受
給

者
証
は
使
え
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
そ
の
際
は
、
３
割
負
担
で
の
受
診
と

な
り
ま
す
。

Ｑ 

京
都
府
外
の
医
療
機
関
等
を 

受
診
し
た
場
合
は
？

　
京
都
府
外
の
医
療
機
関
で
受
診
さ
れ
た

場
合
で
あ
っ
て
も
、
診
療
の
翌
月
以
降
に

役
場
に
申
請
す
れ
ば
、
差
額
の
１
割
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
被
保
険
者
証

・
受
給
者
証

・�

領
収
書
（
原
本
・
保
険
点
数
記
載
の

　
も
の
）

老
人
医
療
助
成
制
度
は
、
所
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
医
療
費
の
自
己
負
担
分
の
一
部
が
助
成
さ
れ
る
制
度
で
す
。

老
人
医
療
助
成
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

65
歳
か
ら
70
歳
未
満
の
方
へ

問
＝
☎
９
５
６
─２
１
０
１

　
　
健
康
課�

保
険
医
療
係
（
内
１
１
３
）

こ
ん
な
制
度
も

あ
り
ま
す
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■手続きのながれ

■助成対象など
助成対象＝容量100～500Lの雨水貯留タンクを新
たに購入（※制度の申請後購入）し設置される戸建
て住宅の方
助成額＝タンクと架台購入費の３/４（上限45,000円）
申請期限＝令和３年２月26日□金※定員あり
問・申請先＝上下水道課 下水道係
　　　　　　☎956-2101（内292）

　近年頻発している短時間豪雨に対して、雨水を
「貯める」取り組みを進めています。雨水タンク
を設置された方に助成金を交付しています。町へ
の申請のみで、町と京都府の両方の助成金・補助
金を受け取ることができます。

■どうして雨水を貯めるの？
雨が降ったとき、雨水を貯める場所（雨水タン

ク）がたくさんあると、河川の急激な増水を抑える
ことができ、浸水被害の予防や軽減につながります。
　また、水道水の代わりに使えるため、節水にも
なります。

■貯めた雨水は何に使えるの？
　・打ち水
　・庭に水撒き
　・洗車
　・�災害や断水など非常時の
トイレなどの生活用水　など

申請（受付）　※町

申請書類提出

交付決定通知

購入・設置

現地確認

助成金交付

　 最大
45,000円
　の助成！雨水タンク設置助成金交付制度

を有効利用しませんか雨水雨水

必ず申請後に雨水
タンクを購入して
ください

【第三回】水道料金・下水道使用料を減免します

減免前の
金額と
なります

新型コロナウイルス感染症にかかる支援策

■対象者
　一般家庭および事業者　（※官公署除く）
■減免期間
　令和２年度　第５期（11月、12月の使用分）
　※１月検針分の水道料金、下水道使用料が対象
■減免額について
○家事用（口径20ｍｍ）の場合…【減免額】5,060円
（内訳）
水 道 料 金…基本料金１期分（２カ月分）	：使用水量10㎥まで	 3,520円（税込）
下水道使用料…基本料金１期分（２カ月分）	：使用水量20㎥まで	 1,540円（税込）
※営業用、工場用等は、町ホームページ内の「上下水道料金の料金一覧表」を
ご覧ください。
■注意事項
・１月検針時に投函された「使用水量のお知らせ」に記載の金額は〝減免前〟
の金額です。
・使用水量が基本水量（10㎥）以下の場合、今回の請求はありません。
・集合住宅にお住まいで、管理会社などにお支払いのお客様は支払先にお問い
合わせください。

■問・相談先
上下水道課業務・府営水道係
☎956-2101（内271・272・273）

新型コロナウイルス、インフルエ
ンザの感染予防のため、“手洗い、
うがい” を励行しましょう！

　新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、住民生活・経済活動を支援するため、本年度第１期および第３期で実施した
水道料金・下水道使用料の基本料金全額免除を再度実施します。
　なお、過去２回同様、減免については基本料金のみで、使用水量に応じてご負担いただく従量料金は対象となりません。
　また、本減免について、お客様に行っていただく手続きはありません。

手続不要
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　美しい景観、豊かな自然、歴史文化に恵まれた場所が数多く存在する三川合流地域を含む淀川沿川。
　そんな三川合流地域の自治体である大山崎町は、沿川のまちづくり団体や舟運事業者等で構成される「淀川沿
川まちづくりプラットフォーム」にオブザーバーとして参画しており、このたび、淀川沿川がもつ魅力を再認識
していただくきっかけづくりとして、川柳の募集が行われます。
　最優秀賞、優秀賞、特別賞に選ばれた方には表彰状の贈呈を、入賞者にはプレゼントをご用意。ふるってご応
募ください。

▼募集内容
　淀川沿川がもつ魅力の発見PRにつながるもの
　�例）�背割堤、桜、三川合流地域、渡し舟、なにわ淀

川花火大会、淀川を活用したイベント等
▼応募方法
　�役場１階ロビー、長寿苑、中央公民館、歴史資料館
に設置の応募用紙に必要事項を記入し、応募箱（応
募用紙と一緒に設置）に投函するか、郵送、FAX、
メールで八幡市観光協会までお送りください。

▼応募期限
　１月31日■日必着
▼問・応募先
　一般社団法人 八幡市観光協会　
　〒614-8005　京都府八幡市八幡高坊８-７
　☎075-981-1141　 075-981-1132
info@yawata-kankou.org

淀川沿川まちづくりプラットフォーム主催

「淀川沿川の魅力発見」川柳コンテスト

年末年始ごみ収集カレンダー

月 火 水 木 金
12/28 12/29 12/30 12/31 １/１

・�可燃ごみ収集
　🈷🈷🈷収集🈷🈷
　年内最終

・�可燃ごみ収集
　火金収集🈷🈷
　年内最終

・ごみ収集なし

大晦日

・ごみ収集なし
（�資源ごみの収集は
1/4🈷🈷🈷🈷🈷🈷

元旦
１/４ １/５ １/６ １/７ １/８

・可燃ごみ収集開始
　🈷🈷🈷収集🈷🈷
・資源ごみ収集あり
（1/1金の🈷🈷分🈷

・可燃ごみ収集開始
　火金収集🈷🈷

　この頃、可燃ゴミの中にカンやビン、金属類などが混在したゴミを出されていることがよくあります
が、そのような混合ゴミは本町では収集していません。可燃ゴミステーションに収集されずに残された
ゴミが、カラスや猫等に荒らされると、近隣の方々に大変迷惑がかかります。カンやビン、金属類など
の資源ゴミは分別し、可燃ゴミと一緒にしないようお願いします。

●可燃ゴミと資源ゴミを混在しないようにお願いします！

問＝経済環境課 清掃環境係　☎956-2101（内247）

9 広報おおやまざき 2 0 2 1 . 1

□
消
防
ひ
ろ
ば Fire D

epartm
ent

□
シ
リ
ー
ズ
防
災 S

urvive

□
図
書
室
だ
よ
りRelax

□
ま
ち
の
話
題Town Topics

□
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ンInform

ation

□
伝
言
板

M
essage

先
人
た
ち
が
築
い
た
文
化
の
結
晶
を
後

世
の
人
々
に
も
伝
え
て
い
く
た
め
に
も
、

み
な
さ
ん
に
「
文
化
財
防
火
運
動
」
を
通

じ
て
火
災
予
防
を
呼
び
か
け
ま
す
の
で
、

皆
さ
ま
も
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

防
災
用
兼
消
防
団
招
集
用

サ
イ
レ
ン
吹
鳴
テ
ス
ト

災
害
時
に
、
避
難
指
示
や
消
防
団
招
集

等
に
吹
鳴
す
る
サ
イ
レ
ン
の
テ
ス
ト
を
、

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

と
き
＝
１
月
10
日
■日
８
時
～

サ
イ
レ
ン
吹
鳴
箇
所
＝
▼
大
山
崎
町
役
場

▼
大
山
崎
区
民
会
館
▼
下
植
野
集
会
所
▼

消
防
団
第
２
分
団
詰
所

問
＝
大
山
崎
消
防
署
☎
９
５
６-

０
１
１
９

令
和
３
年
大
山
崎
町
消
防
出
初
式
は
開
催

規
模
を
縮
小
し
て
行
い
ま
す
（
一
般
参
加
不
可
）

例
年
、
町
で
は
住
民
の
皆
さ
ま
の
安

心
・
安
全
を
祈
願
す
る
と
と
も
に
、
訓
練

や
一
斉
放
水
を
通
じ
て
、
強
い
使
命
感
に

あ
ふ
れ
る
消
防
の
姿
を
披
露
す
る
消
防
出

初
式
を
開
催
し
て
い
ま
し
た
が
、「
令
和

３
年
大
山
崎
町
消
防
出
初
式
」
に
つ
い
て

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
拡

大
し
て
い
る
状
況
を
受
け
、
会
場
施
設
の

使
用
人
数
の
制
限
や
参
列
者
の
健
康
・
安

全
面
を
考
慮
し
た
結
果
、
規
模
を
縮
小

し
、
消
防
団
員
と
職
員
（
一
部
の
来
賓
）

の
み
で
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

一
般
の
方
に
お
越
し
い
た
だ
い
て
も
入

場
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
理
解
の
ほ
ど

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

１
月
23
日
土
～
29
日
金
文
化
財
防
火

運
動「
文
化
財
を
火
災
か
ら
守
ろ
う
」

１
月
26
日
は
「
文
化
財
防
火
デ
ー
」
で

す
。
昭
和
24
年
の
こ
の
日
、
奈
良
県
の
法

隆
寺
金
堂
が
焼
失
し
、
世
間
は
大
き
な
衝

撃
を
受
け
ま
し
た
。

今
年
度
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
に
伴
い
、
感
染
防
止
の
た
め
、
一
時
講

習
会
を
見
合
わ
せ
て
い
ま
し
た
が
、
感
染
防

止
に
配
慮
し
内
容
を
変
更
し
て
実
施
し
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
、
乙
訓
消
防
組
合
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
左
記
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
を
。

問
＝
大
山
崎
消
防
署
救
急
係

　
　
☎
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０
１
１
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乙
訓
消
防
組
合
消
防
本
部
救
急
課

　
　
☎
９
５
３-

６
０
３
９
（
平
日
昼
間
の
み
）

普
通
救
命
講
習
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
講
習
）

シリーズ
火災・救急

現場からのメッセージを
紹介します。

　本格的に寒くなる季節を迎え、ストーブなど
の暖房器具を使用しているご家庭も多いと思い
ます。ストーブには一般的なものとして石油ス
トーブ、ガスストーブ、電気ストーブなどがあ
ります。どのストーブも高温となるため、ストー
ブと周囲の物との間に十分な距離がない場合、
火災になったり、やけどしたりする恐れがあり
ます。今一度、使用方法を再確認して事故を防
ぎましょう。

～ストーブが原因で発生した火災事例～
・�電気ストーブをつけたまま就寝し、布団がス
トーブに接触して火災となった。
・�ストーブの上に干していた洗濯物が落下して
火災となった。
・�石油ストーブの火をつけたまま給油を行い、
漏れた灯油に引火し、火災となった。など

～ストーブから火災を発生させないために～
・外出時や就寝時は消火を確認する。
・ストーブの上に洗濯物などは干さない。
・�ストーブの周りは常に整理整頓し、燃えやす
いものは近くに置かない。
・�スプレー缶は熱が加わると破裂する恐れがあ
るため、ストーブの近くに置かない。また、
可燃性ガスを使用したスプレーは引火する危
険があるためストーブの近くで使用しない。
・燃料を給油する際は必ず消火してから給油する。
・�燃料の保管は火気がなく、直接日光の当たら
ない、風通しの良い場所で保管する。
・消火器は取り出しやすい場所に置きましょう。

ストーブ火災に注意しましょう

Fire Department
消防ひろば
☎956-0119　 957-0999大山崎消防署


